




















要   約:母子保健計画策定で県及び保健所は母子保健情報の収集・分析・提供をし、保健

所・市町村の適切な進行管理を行うことで格差を修正する役割があると考えられた。また、

医療体制の整備など市町村のみでは対応困難な方策や医療計画等との調整も重要な役割で

ある。地域によっては母子保健福祉計画、さらに、思春期保健、小児慢性特定疾患対策、

母子の精神保健対策等、市町村母子保健計画と共に保健所の地域ビジョンが必要であると

考えられた。従来からの母子保健関係団体の調整を行うと共に、母子保健計画の政策化へ

の支援が今後の保健所の課題と考えられた。


